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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の色のインクを吐出するためのノズルが所定のピッチで配列された第１のノズル列
及び第２のノズル列と、前記第１の色とは異なる第２の色のインクを吐出するためのノズ
ルが前記所定のピッチで配列された第３のノズル列とを少なくとも含む複数のノズル列を
備え、前記第１乃至３のノズル列が前記ノズルの配列方向と交差する交差方向に配列され
ており、前記ノズルの配列方向において、前記第１のノズル列と前記第２のノズル列とが
、一方のノズル列の隣接するノズル同士の間を他方のノズル列のノズルが補間するように
配置された記録ヘッドと、記録媒体とを、前記交差方向に相対的に移動させながら各ノズ
ル列のノズルからインクを吐出して記録を行なう記録装置であって、
　前記第１のノズル列及び前記第２のノズル列のノズルからインクを吐出させて前記記録
媒体上に複数の第１のパターンを形成させる第１の記録制御手段と、
　前記複数の第１のパターンに対する前記交差方向における記録位置のずれ量がそれぞれ
異なる複数の第２のパターンを、前記第３のノズル列からインクを吐出させて前記記録媒
体上に形成させる第２の記録制御手段と、
　前記交差方向における前記第１のノズル列と前記第３のノズル列との相対的な記録位置
を調整するための、前記複数の第１のパターン及び前記複数の第２のパターンで形成され
る調整パターンに基づく調整量を取得する取得手段と、を具備する
　ことを特徴とする記録装置。
【請求項２】
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　インクを吐出するためのノズルが所定のピッチで配列された第１のノズル列及び第２の
ノズル列を少なくとも含む複数のノズル列を備え、前記第１及び第２のノズル列が前記ノ
ズルの配列方向と交差する交差方向に配列され、前記ノズルの配列方向において、前記第
１のノズル列と前記第２のノズル列とが、一方のノズル列の隣接するノズル同士の間を他
方のノズル列のノズルが補間するように配置された記録ヘッドと、記録媒体とを、前記交
差方向に相対的に往復移動させながら各ノズル列のノズルからインクを吐出して記録を行
なう記録装置であって、
　前記記録ヘッドの往方向への相対移動において、前記第１のノズル列及び前記第２のノ
ズル列のノズルからインクを吐出させて前記記録媒体上に複数の第１のパターンを形成さ
せる第１の記録制御手段と、
　前記記録ヘッドの復方向への相対移動において、前記複数の第１のパターンに対する前
記交差方向のずれ量がそれぞれ異なる複数の第２のパターンを、前記第１のノズル列から
インクを吐出させて前記記録媒体上に形成させる第２の記録制御手段と、
　前記往方向の相対移動と前記復方向の相対移動とにおける相対的な記録位置を調整する
ための、前記複数の第１のパターン及び前記複数の第２のパターンで形成される調整パタ
ーンに基づく調整量を取得する取得手段と、を具備する
　ことを特徴とする記録装置。
【請求項３】
　前記第１のパターンを形成する前に、前記交差方向における前記第１のノズル列と前記
第２のノズル列との相対的な記録位置を調整する
　ことを特徴とする請求項１又は２記載の記録装置。
【請求項４】
　前記第１の記録制御手段は、前記第１のパターンの形成に際して、前記第１のノズル列
により形成されるパターンの前記交差方向の幅よりも、前記第２のノズル列により形成さ
れるパターンの前記交差方向の幅を短くする
　ことを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の記録装置。
【請求項５】
　前記第１のノズル列及び第２のノズル列は、同一チップ内に配列されている
　ことを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載の記録装置。
【請求項６】
　前記第１のノズル列と前記第２のノズル列とは前記配列方向に前記所定のピッチの半分
の距離ずれて配置されている
　ことを特徴とする請求項１から５のいずれか１項に記載の記録装置。
【請求項７】
　インクを吐出するためのノズルが配列された第１のノズル列と第２のノズル列とを備え
る記録ヘッドと、記録媒体と、を前記ノズルの配列方向と交差する交差方向に相対的に移
動させながら各ノズル列のノズルからインクを吐出して記録を行なう記録装置であって、
　前記第１のノズル列から前記記録媒体上の同一位置に対して複数のインク滴を吐出させ
ることにより前記記録媒体上に複数の第１のパターンを形成させる第１の記録制御手段と
、
　前記複数の第１のパターンに対する前記交差方向における記録位置のずれ量がそれぞれ
異なる複数の第２のパターンを、前記第２のノズル列からインクを吐出させて前記記録媒
体上に形成させる第２の記録制御手段と、
　前記交差方向における前記第１のノズル列と前記第２のノズル列との相対的な記録位置
を調整するための、前記複数の第１のパターン及び前記複数の第２のパターンで形成され
る調整パターンに基づく調整量を取得する取得手段と、を具備する
　ことを特徴とする記録装置。
【請求項８】
　前記第１のノズル列及び前記第２のノズル列は、互いに同じ色のインクを吐出するため
のノズル列である
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　ことを特徴とする請求項７記載の記録装置。
【請求項９】
　ユーザからの情報を入力する入力手段を更に具備し、
　前記取得手段は、前記形成された前記複数の第１のパターン及び前記複数の第２のパタ
ーンに応じて前記ユーザにより前記入力手段を介して入力された情報に基づいて、前記調
整量を取得する
　ことを特徴とする請求項１、２及び７のいずれか１項に記載の記録装置。
【請求項１０】
　記録媒体上に形成されたパターンを光学的に読み取る光学センサを更に具備し、
　前記取得手段は、前記光学センサにより前記複数の第１のパターン及び前記複数の第２
のパターンを読み取ることによって取得された当該パターンの濃度に基づいて前記調整量
を取得する
　ことを特徴とする請求項１、２及び７のいずれか１項に記載の記録装置。
【請求項１１】
　前記第１の記録制御手段と前記第２の記録制御手段とは、前記複数の第１のパターンと
、前記複数の第１のパターンに対応する前記複数の第２のパターンとの前記交差方向にお
けるそれぞれの重なり量がそれぞれ異なるように、前記複数の第１のパターンと前記複数
の第２のパターンとを形成する
　ことを特徴とする請求項１乃至１０のいずれか１項に記載の記録装置。
【請求項１２】
　第１の色のインクを吐出するためのノズルが所定のピッチで配列された第１のノズル列
及び第２のノズル列と、前記第１の色とは異なる第２の色のインクを吐出するためのノズ
ルが前記所定のピッチで配列された第３のノズル列とを少なくとも含む複数のノズル列を
備え、前記第１乃至３のノズル列が前記ノズルの配列方向と交差する交差方向に配列され
ており、前記ノズルの配列方向において、前記第１のノズル列と前記第２のノズル列とが
、一方のノズル列の隣接するノズル同士の間を他方のノズル列のノズルが補間するように
配置された記録ヘッドと、記録媒体とを、前記交差方向に相対的に移動させながら各ノズ
ル列のノズルからインクを吐出して記録を行なう記録装置における記録位置調整方法であ
って、
　前記第１のノズル列及び前記第２のノズル列からインクを吐出させて前記記録媒体上に
複数の第１のパターンを形成する工程と、
　前記複数の第１のパターンに対する前記交差方向における記録位置のずれ量がそれぞれ
異なる複数の第２のパターンを、前記第３のノズル列からインクを吐出させて前記記録媒
体上に形成する工程と、
　前記交差方向における前記第１のノズル列と前記第３のノズル列との相対的な記録位置
を調整するための、前記複数の第１のパターン及び前記複数の第２のパターンで形成され
る調整パターンに基づく調整量を取得する工程と、を含む
　ことを特徴とする記録位置調整方法。
【請求項１３】
　インクを吐出するためのノズルが所定のピッチで配列された第１のノズル列及び第２の
ノズル列を少なくとも含む複数のノズル列を備え、前記第１及び第２のノズル列が前記ノ
ズルの配列方向と交差する交差方向に配列され、前記ノズルの配列方向において、前記第
１のノズル列と前記第２のノズル列とが、一方のノズル列の隣接するノズル同士の間を他
方のノズル列のノズルが補間するように配置された記録ヘッドと、記録媒体とを、前記交
差方向に相対的に往復移動させながら各ノズル列のノズルからインクを吐出して記録を行
なう記録装置における記録位置調整方法であって、
　前記記録ヘッドの往方向への相対移動において、前記第１のノズル列及び前記第２のノ
ズル列のノズルからインクを吐出させて前記記録媒体上に複数の第１のパターンを形成す
る工程と、
　前記記録ヘッドの復方向への相対移動において、前記複数の第１のパターンに対する前
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記交差方向のずれ量がそれぞれ異なる複数の第２のパターンを、前記第１のノズル列から
インクを吐出させて前記記録媒体上に形成する工程と、
　前記往方向の相対移動と前記復方向の相対移動とにおける相対的な記録位置を調整する
ための、前記複数の第１のパターン及び前記複数の第２のパターンで形成される調整パタ
ーンに基づく調整量を取得する工程と、を含む
　ことを特徴とする記録位置調整方法。
【請求項１４】
　インクを吐出するためのノズルが配列された第１のノズル列と第２のノズル列とを備え
る記録ヘッドと、記録媒体と、を前記ノズルの配列方向と交差する交差方向に相対的に移
動させながら各ノズル列のノズルからインクを吐出して記録を行なう記録装置における記
録位置調整方法であって、
　前記第１のノズル列から前記記録媒体上の同一位置に対して複数のインク滴を吐出させ
ることにより前記記録媒体上に複数の第１のパターンを形成する工程と、
　前記複数の第１のパターンに対する前記交差方向における記録位置のずれ量がそれぞれ
異なる複数の第２のパターンを、前記第２のノズル列からインクを吐出させて前記記録媒
体上に形成する工程と、
　前記交差方向における前記第１のノズル列と前記第２のノズル列との相対的な記録位置
を調整するための、前記複数の第１のパターン及び前記複数の第２のパターンで形成され
る調整パターンに基づく調整量を取得する工程と、を含む
　ことを特徴とする記録位置調整方法。
【請求項１５】
　前記複数の第１のパターンを形成する工程および前記複数の第２のパターンを形成する
工程では、前記複数の第１のパターンと、前記複数の第１のパターンに対応する前記複数
の第２のパターンとの前記交差方向におけるそれぞれの重なり量がそれぞれ異なるように
、前記複数の第１のパターンと前記複数の第２のパターンとを形成する
　ことを特徴とする請求項１２乃至１４のいずれか１項に記載の記録位置調整方法。
【請求項１６】
　第１の色のインクを吐出するためのノズルが所定のピッチで配列された第１のノズル列
及び第２のノズル列と、前記第１の色とは異なる第２の色のインクを吐出するためのノズ
ルが前記所定のピッチで配列された第３のノズル列とを少なくとも含む複数のノズル列を
備え、前記第１乃至３のノズル列が前記ノズルの配列方向と交差する交差方向に配列され
ており、前記ノズルの配列方向において、前記第１のノズル列と前記第２のノズル列とが
、一方のノズル列の隣接するノズル同士の間を他方のノズル列のノズルが補間するように
配置された記録ヘッドと、記録媒体とを、前記交差方向に相対的に移動させながら各ノズ
ル列のノズルからインクを吐出して記録媒体へのドットの記録を行なう記録装置であって
、
　前記第１のノズル列及び前記第２のノズル列のノズルにより記録されたドットで形成さ
れた複数の第１のパターンと、前記第３のノズル列のノズルにより記録されたドットで形
成された、前記複数の第１のパターンに対応する複数の第２のパターンと、によって形成
され、且つ、前記複数の第１のパターンと前記複数の第２のパターンとが、前記複数の第
１のパターンと、対応する前記複数の第２のパターンとの前記交差方向における重なり量
がそれぞれ異なるように、ずれて形成された調整パターンを、前記記録媒体上に形成させ
る記録制御手段と、
　前記交差方向における前記第１のノズル列と前記第３のノズル列との相対的な記録位置
を調整するための、前記調整パターンに基づく調整量を取得する取得手段と、を具備する
　ことを特徴とする記録装置。
【請求項１７】
　インクを吐出するためのノズルが所定のピッチで配列された第１のノズル列及び第２の
ノズル列を少なくとも含む複数のノズル列を備え、前記第１及び第２のノズル列が前記ノ
ズルの配列方向と交差する交差方向に配列され、前記ノズルの配列方向において、前記第
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１のノズル列と前記第２のノズル列とが、一方のノズル列の隣接するノズル同士の間を他
方のノズル列のノズルが補間するように配置された記録ヘッドと、記録媒体とを、前記交
差方向に相対的に往復移動させながら各ノズル列のノズルからインクを吐出して記録媒体
へのドットの記録を行なう記録を行なう記録装置であって、
　前記記録ヘッドの往方向への相対移動において前記第１のノズル列及び前記第２のノズ
ル列のノズルにより記録されたドットで形成された複数の第１のパターンと、前記記録ヘ
ッドの復方向への相対移動において前記第３のノズル列のノズルにより記録されたドット
で形成された、前記複数の第１のパターンに対応する複数の第２のパターンと、によって
形成され、且つ、前記複数の第１のパターンと前記複数の第２のパターンとが、前記複数
の第１のパターンと、対応する前記複数の第２のパターンとの前記交差方向における重な
り量がそれぞれ異なるように、ずれて形成された調整パターンを、前記記録媒体上に形成
させる記録制御手段と、
　前記往方向の相対移動と前記復方向の相対移動とにおける相対的な記録位置を調整する
ための、前記調整パターンに基づく調整量を取得する取得手段と、を具備する
　ことを特徴とする記録装置。
【請求項１８】
　インクを吐出するためのノズルが配列された第１のノズル列と第２のノズル列とを備え
る記録ヘッドと、記録媒体と、を前記ノズルの配列方向と交差する交差方向に相対的に移
動させながら各ノズル列のノズルからインクを吐出して記録媒体へのドットの記録を行な
う記録を行なう記録装置であって、
　前記第１のノズル列のノズルにより前記記録媒体上の同一位置に対して複数のドットを
重ねて記録して各々が形成された複数の第１のパターンと、前記第２のノズル列のノズル
により記録されたドットで形成された、前記複数の第１のパターンに対応する複数の第２
のパターンと、によって形成され、且つ、前記複数の第１のパターンと前記複数の第２の
パターンとが、前記複数の第１のパターンと、対応する前記複数の第２のパターンとの前
記交差方向における重なり量がそれぞれ異なるように、ずれて形成された調整パターンを
、前記記録媒体上に形成させる記録制御手段と、
　前記交差方向における前記第１のノズル列と前記第２のノズル列との相対的な記録位置
を調整するための、前記調整パターンに基づく調整量を取得する取得手段と、を具備する
　ことを特徴とする記録装置。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、記録装置及びその記録位置調整方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　インクジェット記録方式を採用した記録装置が知られている。このような記録装置では
、記録ヘッドを往復移動させながら、当該記録ヘッドに配列された吐出口からインクを吐
出することにより、記録媒体上に画像を記録する。
【０００３】
　近年、このような記録装置は、記録速度を上げるため、吐出口（ノズル）の数が増大す
る傾向にある。また、このような記録装置には、カラー記録を実現するため、複数のイン
ク色に対応して複数の吐出口列（ノズル列）を設けた記録ヘッドが設けられている。
【０００４】
　かかる状況の下、記録ヘッド製造時におけるノズル形成位置のずれや記録ヘッドの装着
位置のずれ等に起因して、ノズル列間のドットの記録位置にずれが生じてしまう場合があ
る。また、複数の記録ヘッドを用いる場合にも、記録ヘッド間の相対的な位置のずれによ
ってドット記録位置のずれが生じる場合がある。また更に、同一のノズルに関しても、双
方向（往方向、復方向）で記録を行なう場合、ドット記録位置のずれが生じる場合がある
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。
【０００５】
　そこで、ドット記録位置を調整する記録位置調整処理（以下、レジストレーション処理
と呼ぶ場合もある）が知られている。レジストレーション処理では、１つのノズル列を基
準とし、そのノズル列によるドット記録位置に対する他のノズル列によるドット記録位置
の相対的なずれ量を求め、そのずれ量に基づいてインクの吐出タイミングを補正する。双
方向記録時の往路記録時及び復路記録時のドット記録位置のずれについても同様に、吐出
タイミングを補正することでレジストレーション処理が行なわれる。
【０００６】
　ここで、ドットの記録位置を調整するための調整値を求める際には、例えば、基準とな
るノズル列で記録された基準パターンに対して、別のノズル列を用いて（基準パターンと
記録位置を少しずつ異ならせた）複数のずらしパターンを重ねて記録する。そして、重ね
て記録されたパターンのずらし量に対する濃度変化でドットの着弾位置のずれ量を検出し
、それを補正する。
【０００７】
　ずれ量を検出する方法としては、例えば、ユーザの目視が挙げられる。なお、双方向記
録時に上述した調整値を求める場合にも、往方向走査に対し復方向走査での吐出タイミン
グをずらしながら複数のパターンを記録した記録結果をユーザが目視する。目視は、ユー
ザに煩雑な作業を強いてしまう。そこで、センサを用いて調整パターンを光学的に読み取
り、その読取結果に基づいて装置が自動的に調整値を算出する技術も提案されている（特
許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開平１０－３２９３８１号公報
【特許文献２】特開２００６－１０２９９７号公報
【特許文献３】特開２００９－３９９１６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　近年、記録品位の向上を目的として、吐出インクの小滴化が進んでいるため、インクの
吐出やドット記録に加わる外乱の影響が大きくなってきている。外乱としては、例えば、
記録ヘッドを搭載するキャリッジが移動する際の振動やキャリッジを支えるレールステー
の歪みによるキャリッジ走査時の記録ヘッドの姿勢変動が挙げられる。
【００１０】
　このような外乱は、調整パターン記録時のドット記録位置の変動要因となり、レジスト
レーション処理に用いるパターンの形成にも影響を与える可能性がある。これら外乱の影
響を抑制するためには、記録装置の機械的精度を向上させるといった対策が考えられるが
、コストの観点から望ましくない。
【００１１】
　このようなドット記録位置の変動が生じた場合にも正しく調整が実施されることが求め
られている。特許文献２では、調整パターンと同期させて異常検知用パターンを記録し、
調整時の外乱により影響を受けた調整パターンの読取値に補正を施す、或いは、調整値算
出時に影響を受けたパターンを除外して計算を実施する、といった技術について言及して
いる。また、特許文献３では、複数のパターンの傾向から補間を行なって調整値を求め、
当該補間に際して傾向の異なるパターンが存在するか否かで補間に用いるパターンの数を
変更し、外乱の影響を小さくする技術について言及している。
【００１２】
　しかし、特許文献２や３の技術では、外乱によってパターン自体を正常に形成できず、
複数のパターン間で意図した濃度変化を持たせることができない。そのため、一定の精度
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の低下は避けられないという課題が残されている。
【００１３】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、調整パターンの形成時に外乱による
影響を受けたとしても、当該外乱に起因した調整パターンの大幅な濃度変化を抑制できる
ようにした技術を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記課題を解決するため、本発明の一態様は、第１の色のインクを吐出するためのノズ
ルが所定のピッチで配列された第１のノズル列及び第２のノズル列と、前記第１の色とは
異なる第２の色のインクを吐出するためのノズルが前記所定のピッチで配列された第３の
ノズル列とを少なくとも含む複数のノズル列を備え、前記第１乃至３のノズル列が前記ノ
ズルの配列方向と交差する交差方向に配列されており、前記ノズルの配列方向において、
前記第１のノズル列と前記第２のノズル列とが、一方のノズル列の隣接するノズル同士の
間を他方のノズル列のノズルが補間するように配置された記録ヘッドと、記録媒体とを、
前記交差方向に相対的に移動させながら各ノズル列のノズルからインクを吐出して記録を
行なう記録装置であって、前記第１のノズル列及び前記第２のノズル列のノズルからイン
クを吐出させて前記記録媒体上に複数の第１のパターンを形成させる第１の記録制御手段
と、前記複数の第１のパターンに対する前記交差方向における記録位置のずれ量がそれぞ
れ異なる複数の第２のパターンを、前記第３のノズル列からインクを吐出させて前記記録
媒体上に形成させる第２の記録制御手段と、前記交差方向における前記第１のノズル列と
前記第３のノズル列との相対的な記録位置を調整するための、前記複数の第１のパターン
及び前記複数の第２のパターンで形成される調整パターンに基づく調整量を取得する取得
手段と、を具備する。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、調整パターンの形成時に外乱による影響を受けたとしても、当該外乱
に起因した調整パターンの大幅な濃度変化を抑制できる。これにより、本構成を有さない
場合よりも、調整値を正確に算出できるため、レジストレーション処理を精度良く実施で
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施の形態に係わる記録装置１の外観構成の一例を示す斜視図。
【図２】図１に示す光学センサ５００の概略構成の一例を示す図。
【図３】図１に示す記録ヘッド３０１における吐出ノズル３１０の配列構成の一例を示す
図。
【図４】図１に示す記録装置１の機能的な構成の一例を示す図。
【図５】調整パターンの構成の一例を示す図。
【図６】従来技術の問題点の一例を示す図。
【図７】従来技術の問題点の一例を示す図。
【図８】従来技術の問題点の一例を示す図。
【図９】実施形態１に係わる基準パターン及びずらしパターンの一例を示す図。
【図１０】ずらし量を変化させて形成した調整パターンの一例を示す図。
【図１１】図４に示すコントローラ６０に実現される制御系の機能的な構成の一例を示す
図。
【図１２】実施形態１に係わる記録装置１の処理の流れの一例を示すフローチャート。
【図１３】実施形態２の構成により解決すべき問題点を説明するための図。
【図１４】実施形態２に係わる順番テーブルの構成の一例を示す図。
【図１５】実施形態２に係わる基準パターンの変形例の構成の一例を示す図。
【図１６】実施形態３に係わる基準パターンの構成の一例を示す図。
【発明を実施するための形態】
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【００１７】
　以下、本発明の一実施の形態について添付図面を参照して詳細に説明する。なお、以下
の説明では、インクジェット記録方式を用いた記録装置を例に挙げて説明する。記録装置
としては、例えば、記録機能のみを有するシングルファンクションプリンタであってもよ
いし、また、例えば、記録機能、ＦＡＸ機能、スキャナ機能等の複数の機能を有するマル
チファンクションプリンタであってもよい。また、例えば、カラーフィルタ、電子デバイ
ス、光学デバイス、微小構造物等を所定の記録方式で製造するための製造装置であっても
よい。
【００１８】
　以下の説明において、「記録」とは、文字、図形等有意の情報を形成する場合のみなら
ず、有意無意を問わない。更に人間が視覚で知覚し得るように顕在化したものであるか否
かも問わず、広く記録媒体上に画像、模様、パターン、構造物等を形成する、又は媒体の
加工を行なう場合も表す。
【００１９】
　また、「記録媒体」とは、一般的な記録装置で用いられる紙のみならず、布、プラスチ
ック・フィルム、金属板、ガラス、セラミックス、樹脂、木材、皮革等、インクを受容可
能なものも表す。
【００２０】
　更に、「インク」とは、上記「記録」の定義と同様広く解釈されるべきものである。従
って、記録媒体上に付与されることによって、画像、模様、パターン等の形成又は記録媒
体の加工、或いはインクの処理（例えば、記録媒体に付与されるインク中の色剤の凝固ま
たは不溶化）に供され得る液体を表す。
【００２１】
　図１は、本発明の一実施の形態に係わるインクジェット記録装置１の外観構成の一例を
示す斜視図である。
【００２２】
　記録装置１は、インクジェット方式に従ってインクを吐出して記録を行なうインクジェ
ット記録ヘッド（以下、記録ヘッドと呼ぶ）３０１をキャリッジ２０２に搭載し、キャリ
ッジ２０２を矢印Ｘ方向（主走査方向）に往復移動させて記録を行なう。記録装置１は、
記録紙などの記録媒体Ｓを給紙機構を介して給紙し、矢印Ｙ方向（副走査方向）に搬送す
る。そして、所定の記録位置において記録ヘッド３０１から記録媒体Ｓにインクを吐出す
ることで記録を行なう。
【００２３】
　キャリッジ２０２には、例えば、（反射型）光学センサ５００やインクカートリッジ４
０１が搭載される。この場合、マゼンタ（Ｍ）、シアン（Ｃ）、イエロ（Ｙ）、ブラック
（Ｂｋ）のインクをそれぞれ収容する４つのインクカートリッジ４０１（４０１Ｋ、４０
１Ｃ、４０１Ｍ、４０１Ｙ）が搭載されている。これら４つのインクカートリッジ４０１
は、それぞれ独立して着脱できる。
【００２４】
　記録ヘッド３０１には、各色に対応したインクを吐出するための複数のノズル列（吐出
口列）が形成されている。この場合、上述したインクカートリッジ４０１に対応して、ブ
ラック（Ｂｋ）、シアン（Ｃ）、マゼンタ（Ｍ）、イエロー（Ｙ）のインクを吐出可能な
ノズル列が形成されている。
【００２５】
　記録ヘッド３０１は、発熱抵抗素子を備えており、熱エネルギーを利用してインクを吐
出する。発熱抵抗素子は、各吐出口のそれぞれに対応して設けられ、記録信号に応じて対
応する発熱抵抗素子にパルス電圧を印加する。これにより、対応する吐出口からインクが
吐出される。
【００２６】
　記録ヘッド３０１は、キャリッジ２０２に着脱可能に搭載されている。キャリッジ２０
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２は、ガイドレール２０４に摺動自在に支持されており、モータ等の駆動手段（不図示）
によりガイドレール２０４に沿って往復移動される。記録媒体Ｓは、記録ヘッド３０１の
吐出口面（インク吐出口の形成面）と一定の対向間隔が維持されたまま、搬送ローラ２０
３によって副走査方向（矢印Ｙ）に搬送される。
【００２７】
　キャリッジ２０２の往復移動の範囲外（記録領域外）には、記録ヘッド３０１の吐出不
良を回復する回復ユニット２０７が配設されている。回復ユニット２０７が設けられる位
置は、いわゆるホームポジションなどと呼ばれ、記録動作が行なわれていない間、記録ヘ
ッド３０１はこの位置で静止する。回復ユニット２０７には、記録ヘッド３０１の吐出口
のキャッピングが可能なキャップ２０８（２０８Ｋ、２０８Ｃ、２０８Ｍ、２０８Ｙ）が
備えられている。キャップ２０８Ｋ、２０８Ｃ、２０８Ｍ、２０８Ｙは、ブラック、シア
ン、マゼンタ、イエローのインクを吐出する吐出口それぞれをキャッピング可能に構成さ
れる。
【００２８】
　各キャップ２０８の内部には、吸引ポンプ（負圧発生手段）が接続されている。各キャ
ップ２０８が記録ヘッド３０１の吐出口をキャッピングしたときに、そのキャップ２０８
の内部に負圧を導入することによって、記録ヘッド３０１の吐出口からインクをキャップ
２０８内に吸引排出（吸引回復動作）させることができる。このような吸引回復動作によ
り、記録ヘッド３０１におけるインクの吐出性能を維持することができる。
【００２９】
　また、回復ユニット２０７には、記録ヘッド３０１の吐出口面をワイピングするための
ゴムブレードなどのワイパー２０９が備えられている。また、回復ユニット２０７は、記
録ヘッド３０１からキャップ２０８内に向かってインクを吐出することにより記録ヘッド
３０１におけるインクの吐出性能を維持する回復処理（予備吐出とも呼ばれる）を行なう
。
【００３０】
　キャリッジ２０２には、記録ヘッド３０１やインクカートリッジ４０１の他、反射型光
学センサ（以下、光学センサと呼ぶ）５００が搭載される。光学センサ５００は、光学特
性を取得可能なセンサであり、記録媒体Ｓに記録されたレジ調整パターン（以下、調整パ
ターンと呼ぶ）を光学的に読み取り、その記録濃度を測定する。
【００３１】
　光学センサ５００は、図２に示すように、ＬＥＤ等で実現される発光部５０１と、フォ
トダイオード等で実現される受光部５０２とが設けられている。発光部５０１により発せ
られた照射光５１０は、記録媒体Ｓ上で反射し、その反射光５２０は、受光部５０２に入
射する。受光部５０２では、当該反射光５２０を電気信号に変換する。
【００３２】
　調整パターンの記録濃度の測定に際しては、副走査方向への記録媒体Ｓの搬送と、光学
センサ５００が取り付けられたキャリッジ２０２の主走査方向への移動とが交互に実施さ
れる。これにより、光学センサ５００は、記録媒体上に記録された調整パターン群の濃度
を光学反射率として検出する。
【００３３】
　次に、図３を用いて、図１に示す記録ヘッド３０１における吐出ノズル３１０の配列構
成の一例について説明する。
【００３４】
　記録ヘッド３０１には、複数のノズル列がノズル列の配列方向である主走査方向と交差
（本実施形態においては、直交）する副走査方向（ノズル配列方向）に向けて互いにずら
して配列される。具体的には、各色のインク（ＣＭＹＫ）を吐出するノズル（３０２Ｋ、
３０２Ｃ、３０２Ｍ、３０２Ｙ）は、副走査方向（Ｙ方向）に沿って所定間隔毎に配置さ
れており、各ノズル列は、主走査方向（Ｘ方向）に沿って配列される。ノズル列は、各色
のインクに対応してそれぞれ２列（３０２Ｋ－Ａ、３０２Ｋ－Ｂ、３０２Ｃ－Ａ、３０２
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Ｃ－Ｂ、３０２Ｍ－Ａ、３０２Ｍ－Ｂ、３０２Ｙ－Ａ、３０２Ｙ－Ｂ）ずつ配置されてい
る。各ノズル列には、例えば、１２８０個のノズルが６００ｄｐｉ間隔で配置されている
。また、同色インクを吐出するノズル列（２つのノズル列）は、例えば、１２００ｄｐｉ
（半ピッチ）だけ副走査方向に互いにずらして配置されている。すなわち、高い記録解像
度を実現するため、ノズル列の配列位置を副走査方向にずらして配置している。これは、
インク滴を小さくすれば、記録媒体上に広がるドットのサイズも小さくなり解像度を向上
させられるが、ドットサイズの小型化による解像度の向上は容易でないため、このような
手法が採られている。本実施形態においては、各ノズル列の副走査方向への解像度は６０
０ｄｐｉであるが、ノズル列の配列位置をずらすことにより、副走査方向に１２００ｄｐ
ｉの解像度での記録が可能となる。
【００３５】
　ここで、本実施形態に係わる記録位置調整処理（以下、レジ調整処理と呼ぶ場合もある
）では、まず、第１のパターンと第２パターンとから構成される調整パターンを記録媒体
上に複数記録する。このとき、第１のパターンに対する第２のパターンの副走査方向に沿
った相対的な記録位置を異ならせる。
【００３６】
　次に、図４を用いて、図１に示す記録装置１の機能的な構成の一例について説明する。
【００３７】
　コントローラ６０は、ＭＰＵ５１、ＲＯＭ５２、特殊用途集積回路（ＡＳＩＣ）５３、
ＲＡＭ５４、システムバス５５、Ａ／Ｄ変換器５６などを具備して構成される。ここで、
ＲＯＭ５２は、後述する制御シーケンスに対応したプログラム、所要のテーブル、その他
の固定データを格納する。
【００３８】
　ＡＳＩＣ５３は、キャリッジモータＭ１の制御、搬送モータＭ２の制御を行う。また、
ＡＳＩＣ５３は、記録ヘッド３０１を制御するための制御信号の生成も行う。ＲＡＭ５４
は、画像データの展開領域やプログラム実行のための作業用領域等として用いられる。シ
ステムバス５５は、ＭＰＵ５１、ＡＳＩＣ５３、ＲＡＭ５４を相互に接続してデータの授
受を行う。Ａ／Ｄ変換器５６は、後述するセンサ群から入力されるアナログ信号をＡ／Ｄ
変換し、変換後のデジタル信号をＭＰＵ５１に供給する。
【００３９】
　ＭＰＵ５１は、記録装置１における動作を統括制御する。ＭＰＵ５１では、例えば、レ
ジ調整処理に際して、上述した調整パターンの測定結果に基づいてレジ調整値（以下、調
整値と呼ぶ場合もある）の算出を行なう。この調整値は、例えば、ＲＡＭ５４等に格納さ
れる。また、ＭＰＵ５１では、例えば、ＲＡＭ５４等に格納された調整値に基づいて各ノ
ズルから吐出されるインクの吐出タイミングを調整し、記録媒体上に形成されるドットの
着弾位置（付着位置）を補正する。
【００４０】
　２０は、スイッチ群であり、電源スイッチ２１、プリントスイッチ２２、回復スイッチ
２３などを具備して構成される。３０は、装置状態を検出するためのセンサ群であり、位
置センサ３１、温度センサ３２等から構成される。ＡＳＩＣ５３は、記録ヘッド３０１の
走査に際して、ＲＡＭ５４の記憶領域に直接アクセスしながら記録ヘッド３０１に対して
記録素子（吐出用ヒータ）を駆動するためのデータを転送する。
【００４１】
　記録ヘッド制御部４４は、記録媒体に対して記録ヘッド３０１を相対的に走査させるこ
とにより、記録ヘッド３０１による記録動作を制御する。
【００４２】
　キャリッジモータＭ１は、キャリッジ２０２を所定方向に往復走査させるための駆動源
であり、キャリッジモータドライバ４０は、キャリッジモータＭ１の駆動を制御する。搬
送モータＭ２は、記録媒体を搬送するための駆動源であり、搬送モータドライバ４２は、
搬送モータＭ２の駆動を制御する。記録ヘッド３０１は、記録媒体の搬送方向と略直交す



(11) JP 5656480 B2 2015.1.21

10

20

30

40

50

る方向（主走査方向）に走査される。また、光学センサ５００は、記録媒体上に記録され
た調整パターン群の濃度を光学反射率として検出する。
【００４３】
　また、ホスト装置１０は、画像データの供給源となるコンピュータ（或いは、画像読取
用のリーダやデジタルカメラなど）である。ホスト装置１０と記録装置１との間では、イ
ンタフェース（以下、Ｉ／Ｆと呼ぶ）１１を介して画像データ、コマンド、ステータス信
号等の授受が行われる。以上が、記録装置１の構成の一例についての説明である。
【００４４】
　ここで、図５（ａ）～図５（ｃ）を用いて、レジ調整処理時に用いられる調整パターン
の構成の一例について説明する。
【００４５】
　図５（ａ）に示すように、調整パターンは、ｉ画素×ｎ画素の矩形パターンがｍ画素の
空白領域毎に周期的に繰り返されるような構成になっている。また、基準パターン（第１
のパターン）６０１に対してずらしパターン（第２のパターン）６０２は、所定画素数ａ
分、副走査方向に沿ってその記録位置がずらされて記録される。これら調整パターンの解
像度やずらし量は、記録装置の記録解像度に応じて決めれば良い。なお、本実施形態にお
いては、記録解像度が１２００ｄｐｉであるものとする。
【００４６】
　図５（ｂ）は、図５（ａ）に示す調整パターンを複数並べた構成を示している。この場
合、図５（ｂ）に示す調整パターン群は、ずらしパターン（第２のパターン）の副走査方
向に沿ったずらし量ａを－３画素から＋３画素まで変更させながら記録されている。
【００４７】
　ここで、基準パターンに対するずらしパターンの記録位置のずれ量が変わると、記録媒
体上に占めるインクの面積率が変わる。図５（ｃ）は、図５（ｂ）に示すずらしパターン
それぞれにおける光学反射率の測定結果を示している。なお、濃度は、反射率と反比例の
関係にあり、記録媒体上に実際に記録される調整パターン間の位置ずれが少ないほど濃度
が低くなる。
【００４８】
　そのため、基準パターンの形成に用いたノズル列と、ずらしパターンの形成に用いたノ
ズル列とによるドットの記録位置を一致させるためには、調整パターンの濃度が最も低く
なった時のずらし量に基づいて吐出タイミングを調整すれば良い。すなわち、ずらしパタ
ーンの形成に用いたノズル列からのインクの吐出タイミングを調整すれば良い。
【００４９】
　なお、記録媒体上に形成する調整パターンの数やずらし量は、装置の機械的公差から要
求される調整範囲や、記録位置のずらし単位に応じて決めれば良い。すなわち、レジ調整
処理の精度に合わせて決めれば良い。また、調整パターンの記録領域は、光学センサ５０
０の検知領域の大きさ、１度の記録走査で記録可能な領域幅、調整パターン群に対する記
録媒体の記録可能領域の大きさなどに応じて決めれば良い。
【００５０】
　また、基準パターン及びずらしパターンの形成に用いるノズル列は、調整対象となるノ
ズル列のインク色や走査方向などの組み合わせで決まる。往方向走査時の調整では、基準
ノズル列（例えば、３０２Ｋ－Ａ）を決めて基準パターンを形成し、他方のノズル列（例
えば、３０２Ｃ－Ａ）でずらしパターンを形成する。復方向走査時も同様にすれば良い。
【００５１】
　ここで、各ノズルから吐出されるインクが記録媒体上に着弾する位置は、記録ヘッドの
傾きやインク毎の吐出速度など様々な要因によって変化する。そのため、厳密には、記録
ヘッドと記録媒体との距離、記録ヘッドの走査速度などの記録条件が同一であっても、ノ
ズル列毎及び走査方向毎に調整が必要である。
【００５２】
　従来は、基準パターン及びずらしパターンは、それぞれ単一のノズル列を用いて形成さ
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れていた。しかし、近年の記録装置では、インク滴の小滴化が進んでいるため、それぞれ
のパターンを単一のノズル列を用いて形成した場合、記録媒体上を単一のノズル列により
形成されたドットで十分に埋めることはできない。
【００５３】
　そのため、以下に示す問題が生じる。なお、ここでは、上述した通り、副走査方向（Ｙ
方向）に沿ったノズルの配置間隔が６００ｄｐｉであるとする。また、図６（ａ）に示す
ように、記録解像度を１２００ｄｐｉとするためには、記録媒体上に形成されるドット径
は、例えば、３０～３５μｍ程度となる。
【００５４】
　ここで、図６（ａ）に示すドットは、全て単一ノズル列を用いて記録されている。この
ように単一ノズル列を用いて調整パターンを形成した場合、図６（ｂ）に示すように、各
パターン内のドット間は、副走査方向（Ｙ方向）に隙間を持って記録媒体上に形成される
。このような隙間を持ったパターンでは、基準パターン及びずらしパターンを形成するノ
ズル列のうちの一方のノズル列で形成されたパターンの一部に副走査方向に沿った着弾位
置のずれが生じた場合、想定外の濃度変化が生じてしまう。
【００５５】
　図７には、「－２」～「＋２」までずらし量を変化させた調整パターン８１１～８１５
の一例が示される。より具体的には、往方向記録時に、ノズル列３０２Ｋ－Ａを用いて形
成されたドットの記録位置に対して、ノズル列３０２Ｃ－Ａを用いて形成されたドットの
記録位置を調整するための調整パターンが示されている。
【００５６】
　ここで、ずらし量が「－１」である調整パターン８１２の一部（８０１及び８０２）で
は、ノズル列３０２Ｃ－Ａを用いて形成されたドットの着弾位置が、当該パターン内の隙
間を埋めるように、副走査方向（Ｙ方向）にずれてしまっている。このような着弾位置の
ずれは、記録ヘッドを搭載するキャリッジが移動する際の振動や、キャリッジを支えるレ
ールステーの歪みによる走査時の記録ヘッドの姿勢変動などの外的要因によって起こり得
る。このような外乱によって記録媒体上へのドットの着弾位置が乱れ、副走査方向に沿っ
た調整パターンの隙間を埋めてしまうと、本来得るべき濃度変化を得ることができなくな
る。
【００５７】
　図８（ａ）～図８（ｃ）は、光学センサ５００を用いて、調整パターンの濃度変化を読
み取った測定結果（信号値）を示している。図８（ａ）は、図７で説明した着弾の乱れが
生じていない場合の測定結果を示しており、図８（ｂ）は、図７で説明した着弾の乱れが
生じている場合の測定結果を示している。
【００５８】
　着弾の乱れが生じていない場合、ずらし量が「１」増減すると、記録媒体上に現れるド
ットが１画素分増減し、光学センサ５００により読み取られた信号値には、その変化量を
主とした変化が顕われる。これに対して、図７の符号８０１及び符号８０２で示したよう
な着弾位置のずれが生じると、パターン内におけるドット間の隙間が埋まってしまうため
、信号値は、大きく減少し、正常な信号変化が得られなくなる。
【００５９】
　ここで、上述した特許文献２の技術では、このような異常となったパターンの信号を除
外するために着弾位置のずれを検知するパターンを予め設けるようにした構成について言
及している。しかし、この構成では、図８（ｃ）に示すように、レジ調整処理を行なうた
めのデータ数が減少してしまうため、レジ調整処理の精度の低下が避けられない。更に、
調整パターンをより多く記録する必要があるので、インクや記録媒体の使用量が増えてし
まう。
【００６０】
　また、上述した特許文献３の技術では、他のデータと大きく傾向の異なるデータが存在
した場合、より多くのデータから調整値を算出する構成について言及しているが、この構
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成では、異常となったデータの影響を少なからず受けてしまう。そのため、ノズル列毎及
び走査方向毎において正確な調整値を得ることが難しい。そこで、これを解決するための
構成について、以下、いくつか例を挙げて説明する。
【００６１】
　（実施形態１）
　まず、実施形態１について説明する。実施形態１においては、ノズルの配列位置を副走
査方向に沿って半ピッチ（ノズルピッチの半分だけ）ずらした２つのノズル列を用いて基
準パターン（第１のパターン）を形成する場合について説明する。
【００６２】
　図９は、実施形態１に係わる基準パターン及びずらしパターンの一例を示す。この場合
、異なる色のインク色に対応した２つのノズル列（ノズル列３０２Ｋ－Ａ、ノズル列３０
２Ｋ－Ｂ）を用いて基準パターンが形成されている。
【００６３】
　１２００ｄｐｉの記録解像度を実現するため、記録媒体上に形成される調整パターンの
ドット径は小さくなる。しかし、ノズル配列位置を副走査方向に沿ってずらした２つのノ
ズル列を用いて基準パターンを形成しているため、当該基準パターン内のドット間には、
副走査方向に沿った隙間は生じていない。
【００６４】
　ここで、図１０は、図７と同様に、ずらし量を変化させて形成した調整パターンの一例
を示している。
【００６５】
　図１０の符号１２１２に示す調整パターンでは、図７に示す符号８１２の調整パターン
と同様に、調整パターンの一部（１２０１及び１２０２）において、ノズル列３０２Ｃ－
Ａを用いて形成したドットの記録位置が副走査方向にずれてしまっている。このようなず
れは、例えば、上述した外乱等を起因として生じている。
【００６６】
　しかし、この場合、調整パターン内のドット間に隙間が存在しないため、想定外の濃度
変化は生じない。そのため、外乱等を起因としてドットの記録位置に乱れが生じたとして
も、図８（ａ）に示すように、正常な濃度変化が得られる。これにより、正確な調整値を
取得できるため、記録品位の向上にも繋がる。
【００６７】
　取得した調整値は、基準パターンを形成したノズル列３０２Ｋ－Ａ及び３０２Ｋ－Ｂの
いずれかによるドットの記録位置に対して、調整対象となる３０２Ｃ－Ａを用いて形成し
たドットの記録位置を調整するための調整値として保持すれば良い。
【００６８】
　なお、双方向記録時（すなわち、往路記録時と復路記録時とにおけるドットの記録位置
）の調整についても上記同様に行なうことができる。例えば、基準パターンの形成では、
ノズル列３０２Ｋ－Ａ及び３０２Ｋ－Ｂを用いて往方向で記録を行ない、ずらしパターン
の形成では、ノズル列３０２Ｋ－Ａを用いて復方向で記録を行なう。これにより、同一ノ
ズル列３０２Ｋ－Ａによる双方向記録のドットの記録位置についても、精度良く調整を行
なえる。
【００６９】
　ここで、図１１を用いて、図４に示すコントローラ６０に実現される制御系の機能的な
構成の一例について説明する。ここでは、実施形態１におけるレジ調整処理に係わる機能
的な構成を例に挙げて説明する。
【００７０】
　コントローラ６０には、その機能的な構成として、基準ノズル列選択部７１と、調整ノ
ズル列選択部７２と、第１の記録制御部７３と、第２の記録制御部７４と、調整値算出部
７５と、調整処理制御部７６と、調整処理制御部７７とが設けられる。
【００７１】
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　基準ノズル列選択部７１は、基準パターンの形成に用いるノズル列を複数選択する。例
えば、記録ヘッド３０１が複数のチップを配して構成される場合には、基準ノズル列とし
て選択される複数のノズル列は、同一チップ内に配列されたノズル列が選択される。
【００７２】
　調整ノズル列選択部７２は、レジ調整の対象となるノズル列を選択する。すなわち、ず
らしパターンの形成に用いるノズル列を選択する。
【００７３】
　第１の記録制御部７３は、基準パターンを記録媒体上に複数形成させる処理の制御を行
なう。第２の記録制御部７４は、記録媒体上に形成された当該複数の基準パターンに対し
て主走査方向にすれ量を変更させながら、第２のパターンを当該第１のパターンに重ねて
形成させる処理の制御を行なう。
【００７４】
　調整値算出部７５は、調整ノズル列によるドットの記録位置を調整するための調整値を
算出する。具体的には、記録媒体上に形成された第１のパターン及び第２のパターンの濃
度変化に基づいて第１のパターンを形成したいずれかのノズル列によるドットの記録位置
に対する調整ノズル列によるドットの記録位置を調整するための調整値を算出する。調整
処理制御部７７は、レジ調整処理に係わる処理を統括制御する。
【００７５】
　調整処理制御部７６は、ＲＡＭ５４等に格納された調整値に基づいて各ノズルから吐出
されるインクの吐出タイミングを調整した記録動作を制御する。これにより、記録媒体上
に形成されるドットの着弾位置（付着位置）が補正される。
【００７６】
　次に、図１２を用いて、実施形態１に係わる記録装置１における処理の流れの一例につ
いて説明する。ここでは、図１０に示す調整パターンに基づいてレジ調整値を算出する際
の処理の流れについて説明する。
【００７７】
　記録装置１は、まず、基準ノズル列選択部７１において、基準となるノズル列（基準ノ
ズル列）を選択するとともに、調整ノズル列選択部７２において、調整対象となるノズル
列（調整ノズル列：第３のノズル列）を選択する（Ｓ１０１）。なお、基準ノズル列とし
ては、互いに半ピッチ分、副走査方向にずらして配列された２列のノズル列（第１のノズ
ル列、第２のノズル列）が選択される。
【００７８】
　記録装置１は、第１の記録制御部７３の制御に基づいて、基準ノズル列を用いて記録媒
体上に基準パターンを形成し（Ｓ１０２）、また、第２の記録制御部７４の制御に基づい
て、調整ノズル列を用いて記録媒体上にずらしパターンを形成する（Ｓ１０３）。なお、
双方向にレジ調整を行なう場合は、例えば、調整対象となるノズル列と、それに半ピッチ
副走査方向にずれたノズル列とを選択し、当該２つのノズル列を用いて、往方向又は復方
向の記録走査で基準パターンを記録する。そして、もう一方の方向への記録走査時に、調
整対象となるノズル列を用いてずらしパターンを記録すれば良い。
【００７９】
　その後、記録装置１は、光学センサ５００を用いて、記録媒体上に形成された調整パタ
ーンの濃度を読み取る（Ｓ１０４）。調整パターンの濃度は、図８（ａ）に示すように、
光学センサ５００により光学反射率として得られるため、記録装置１は、調整値算出部７
５において、その変化から近似曲線を算出する。また、調整値算出部７５は、当該近似曲
線に基づいて基準パターンとずらしパターンとの位置ずれが最も少なくなるずらし量ａを
特定する。そして、当該ずらし量ａに基づいてレジ調整値を算出する（Ｓ１０５）。なお
、調整パターンの解像度が４８００ｄｐｉであれば、レジ調整値は４８００ｄｐｉ単位で
算出される。
【００８０】
　記録装置１は、各ノズル列に対応したレジ調整値が算出されるまで、Ｓ１０１～Ｓ１０
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５の処理を繰り返し実施する（Ｓ１０６でＮＯ）。全ノズル列からレジ調整値の算出が終
了すると（Ｓ１０６でＹＥＳ）、記録装置１は、当該算出したレジ調整値をＲＡＭ５４等
の記憶領域に格納する（Ｓ１０７）。そして、この処理は終了する。
【００８１】
　以上説明したように実施形態１によれば、副走査方向にずらして配列された２つのノズ
ル列を用いて基準パターンを形成する。そのため、基準パターン内のドット間に隙間が存
在しない。これにより、外乱による濃度変動を抑制できるため、精度の高いレジ調整処理
を実現できる。
【００８２】
　（実施形態２）
　次に、実施形態２について説明する。ここで、まず、複数ノズル列を用いて基準パター
ンを形成する際に、当該複数ノズル列それぞれにより記録媒体上に形成されるドットの記
録位置が、記録ヘッドの主走査方向に沿って大きくずれてしまう場合がある。
【００８３】
　図１３（ａ）及び図１３（ｂ）を用いて、この問題について説明する。図１３（ａ）は
、基準パターンを形成するノズル列（３０２Ｋ－Ａ、３０２Ｋ－Ｂ）間で主走査方向（Ｘ
方向）に沿って１画素分の着弾位置のずれが生じている場合の調整パターンの構成の一例
を示している。図１３（ｂ）は、図１３（ａ）に示す調整パターンの濃度変化を読み取っ
た測定結果（信号値）を示している。なお、ここでは、異なる色のインク色に対応したノ
ズル列間（ノズル列３０２Ｋ－Ａ及び３０２Ｋ－Ｂと、ノズル列３０２Ｃ－Ａと）の記録
位置を調整する場合の一例を示している。
【００８４】
　ここで、図１３（ａ）に示す調整パターンにおいては、本来であれば、ずらし量「０」
の場合に、基準ノズルと調整ノズルとにより形成されたドットの主走査方向に沿った記録
位置が一致する。しかし、この場合、基準パターンを形成する複数のノズル列間で記録位
置が一致しておらず、ノズル列３０２Ｋ－Ａを用いて形成したドットの記録位置に対して
、ノズル列３０２Ｋ－Ｂを用いて形成したドットの記録位置が主走査方向に１画素分はみ
出している。そのため、各基準パターンに対して、調整対象となるノズル列３０２Ｃ－Ａ
によりずらしパターンを段階的にずらして形成したとしても、図１３（ｂ）に示すように
、信号値がピークを基準として対称的に変化しない。
【００８５】
　これは、ノズル列３０２Ｋ－Ｂを用いて形成される基準パターンによって、ノズル列３
０２Ｃ－Ａを用いて形成されるずらしパターンの一部が埋まってしまっていることに起因
する（１３０１及び１３０２）。このような状態では、ずらし量に対応した信号値が正常
に得られず、正しい調整値を得ることができない。
【００８６】
　そこで、実施形態２においては、基準パターンの形成に用いられる各ノズル列（３０２
Ｋ－Ａ、３０２Ｋ－Ｂ）により形成されるドットの記録位置を予め調整しておく。このノ
ズル列間における調整では、パターンの一部で副走査方向への着弾の乱れが生じたとして
も、調整精度が大きく劣化することはない。なぜならば、ノズル列３０２Ｋ－Ａで記録さ
れるパターン及びノズル列３０２Ｋ－Ｂで記録されるパターンは、１２００ｄｐｉだけ副
走査方向にずれているので、パターンを重ねて形成した場合に副走査方向への隙間は生じ
ないためである。副走査方向にわずかに着弾位置が乱れた程度では、濃度の変化はほぼ生
じない。そのため、この２つのノズル列間においては、特別の工夫なく精度良く調整を行
なうことができる。
【００８７】
　これを踏まえて、実施形態２においては、調整対象となるノズル列と、そのノズル列の
調整を行なう際に、基準パターンを形成するノズル列の調整を行なう順番を規定する順番
テーブルを、例えば、ＲＯＭ５２等に予め保持しておく。例えば、記録方向が往方向と復
方向の２種類、ノズル列が４色×２列の８種類存在するため、計１６種類の記録動作が存
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在する。そこで、順番テーブルには、図１４に示すように、１５個の調整項目とその順番
とが対応して規定される。
【００８８】
　このように実施形態２においては、基準パターンの形成に用いる複数ノズル列間（＝Ａ
Ｂ列間）の調整を、上述したレジ調整処理を行なう前に所定の順番に従って実施すること
により、上述した不具合を解消する。
【００８９】
　なお、基準パターンの形成に用いられるＡＢ列間の調整が必ずしも完全でないことを考
慮して、図１５に示すような構成で基準パターンを形成するようにしても良い。図１５に
示す基準パターンでは、ノズル列３０２Ｋ－Ａにより形成されるパターンに対して、ノズ
ル列３０２Ｋ－Ｂ列により形成されるパターンが両端の１画素分短く、内側に配置されて
いる。なお、３つ以上のノズル列により基準パターンを形成する場合には、いずれか１つ
のノズル列により形成されたパターンの主走査方向への幅よりも、それ以外のノズル列に
より形成されるパターンの主走査方向への幅を短くすれば良い。
【００９０】
　このようなパターンにしておけば、仮に、ＡＢ列間の調整にばらつきが生じたとしても
、±１画素分は、Ｂ列が形成するパターンがＡ列が形成するパターンからはみ出すことが
なく、レジ調整処理の精度に影響を与えない。勿論、Ｂ列が形成するパターンの主走査方
向に沿った長さを短くすれば、ずらしパターンを形成するノズル列の副走査方向に沿った
着弾位置のずれを起因としたレジ調整処理の精度の劣化を防ぐ効果も薄れてしまう。その
ため、Ｂ列が形成するパターンを短くする画素数は、ＡＢ列間の調整精度と着弾位置のず
れによる精度劣化を適切に評価し決めることが望ましい。
【００９１】
　このようにして取得した調整値は、調整パターンの幅が短くなってしまっているノズル
列３０２Ｋ－Ｂではなく、ノズル列３０２Ｋ－Ａにより形成されたドットの記録位置を用
いて算出すれば良い。すなわち、ノズル列３０２Ｋ－Ａにより形成されたドットの記録位
置に対するノズル列３０２Ｃ－Ａにより形成されたドットの記録位置に基づいて調整値を
算出すれば良い。
【００９２】
　なお、実施形態２に係わるコントローラ６０における機能的な構成や、レジ調整処理の
流れは、実施形態１を説明した図１１及び図１２と同様であるため、その説明については
省略する。実施形態２に係わるレジ調整処理においては、Ｓ１０１の処理で基準ノズルを
選択した後、当該基準ノズル列間の調整を行なう点が実施形態１の処理と相違する。
【００９３】
　以上説明したように実施形態２によれば、基準パターンの形成に用いられる複数のノズ
ル列間のドットの記録位置を調整した後、実施形態１同様のレジ調整処理を行なう。これ
により、基準パターンの形成時に主走査方向に沿ったドットの記録位置の乱れが生じない
ため、想定外の濃度変化を抑えることができる。
【００９４】
　（実施形態３）
　次に、実施形態３について説明する。上述した実施形態１及び２においては、調整パタ
ーン内のドット間に副走査方向に沿った隙間が生じるため、ノズル列の配列位置をずらし
た複数のノズル列を用いて当該隙間を埋める場合について説明した。これに対して、実施
形態３においては、単一ノズル列を使用しながら、調整パターン内のドット間に生じる副
走査方向に沿った隙間を埋めるようにした構成について説明する。
【００９５】
　ここで、図７の符号８１２に示す調整パターンにおいて、単一ノズル列で記録したとき
に生じる調整パターンの搬送方向の隙間は、あくまでも記録媒体上の各記録位置（各画素
）に対して１つのインク滴によりドットを形成したときに生じるものである。極端にいえ
ば、同一の記録位置に対して複数のインク滴によりドットを重ねて記録すれば、当該位置
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がインクで溢れるため、このような隙間がなくなる。
【００９６】
　すなわち、溢れるほどのインク滴を着弾させた場合には、レジ調整処理の精度の劣化が
懸念されるため望ましくない。しかし、外乱による着弾の乱れによって当該調整精度が劣
化しない程度に、同一位置に複数のドットを形成するように構成した場合、レジ調整処理
の精度の向上にとって有効な方法であるといえる。
【００９７】
　そこで、実施形態３においては、基準パターンの記録を行なう際に記録媒体上の各記録
位置（各画素）に対して２つのインク滴を用いてドットを形成する。これにより、図１６
に示すように、基準パターン内の副走査方向に沿った隙間は埋まり、外乱によって着弾位
置のずれが生じたとしても、それに起因する大きな濃度変化は生じず、より高い精度で調
整を行なうことができる。
【００９８】
　勿論、インクの組成やメディアの種類によって同一記録位置に複数のインク滴を着弾さ
せた時の滲み方が異なるため、このインク滴数は、着弾位置のずれによって生じる濃度変
化の抑制が可能な数を適宜選択すれば良い。また、双方向記録時の記録位置（往路記録と
復路記録とにおける記録位置）を調整する場合にも同様の手法を用いれば良い。
【００９９】
　なお、実施形態３に係わるコントローラ６０における機能的な構成や、レジ調整処理の
流れは、実施形態１を説明した図１１及び図１２と同様であるため、その説明については
省略する。実施形態３に係わるレジ調整処理においては、Ｓ１０１の処理で基準ノズルを
１列のみ選択する点が実施形態１の処理と相違する。
【０１００】
　以上説明したように実施形態３によれば、基準パターンの形成に用いるノズル列を１列
のみ選択し、当該ノズル列により同一画素に複数のドットを打つことにより基準パターン
を記録媒体上に形成する。この構成は、特に、同一色のノズル列間の記録位置を調整する
場合に有効である。
【０１０１】
　なお、実施形態３の構成をより一般的に表現するとすれば、第１のノズル列と第２のノ
ズル列とを備える記録ヘッドを用いる記録装置において、まず、第１のノズル列から記録
媒体上の同一位置に対して複数のインク滴を吐出して第１のパターンを記録する。そして
、第１のパターンに対するずらし量を変化させながら、第２のノズル列からインクを吐出
して第２のパターン記録し、当該第１及び第２のパターンから調整値を算出する技術であ
る。
【０１０２】
　なお、ここでは、第１のノズル列が実施形態３に係わる基準ノズル列に相当し、第２の
ノズル列が実施形態３に係わる調整ノズル列に相当する。また、実施形態３においては、
第１のノズル列（基準ノズル列）と調整ノズル列（第２のノズル列が）とは互いに半ピッ
チ分、副走査方向にずれている必要はない。
【０１０３】
　以上が本発明の代表的な実施形態の一例であるが、本発明は、上記及び図面に示す実施
形態に限定することなく、その要旨を変更しない範囲内で適宜変形して実施できるもので
ある。
【０１０４】
　例えば、ずらしパターンを形成するノズル列（＝調整されるノズル列）での着弾の乱れ
について述べてきたが、基準パターンを形成するノズル列に上記の着弾の乱れが生じても
本発明で示される形態で好適に精度の低下を防ぐことができる。
【０１０５】
　また、上述した実施形態１及び２においては、基準パターンを形成するノズル列として
その配列位置が半ピッチ（１２００ｄｐｉ）ずれた２つのノズル列を使用する場合を例に
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できれば良く、必ずしも半ピッチずれたノズル列を選択する必要はない。また、３つ以上
のノズル列を用いて基準パターンを形成しても良い。
【０１０６】
　また、上述した実施形態１及び２においては、基準パターンの形成時に複数のノズル列
を用いる場合を例に挙げて説明したが、これに限られない。例えば、ずらしパターンの形
成時に複数のノズル列を用いても良いし、また、基準パターン及びずらしパターンの両方
を複数ノズル列を用いて形成しても良い。
【０１０７】
　また、上述した実施形態１及び２においては、双方向記録の調整と、異なる色のノズル
列間の調整との両方で基準パターンの形成に複数ノズル列を用いていたが、これに限られ
ない。例えば、特定色での双方向記録や、特定色間のノズル列のレジ調整処理を行なう場
合にのみ、複数ノズル列を用いて基準パターンを形成するようにしても良い。
【０１０８】
　また、上述した実施形態１～３において算出される調整値は、更新が必要なければ、例
えば、工場出荷時の検査工程で調整値のデフォルト値を決定し、このデフォルト値を、例
えば、ＲＯＭ５２等に格納すれば良い。しかし、ユーザの指示や、サービスマン又はサー
ビスセンターへの持ち込みによってレジ調整処理が行なわれる場合には、例えば、ＥＥＰ
ＲＯＭ（不図示）に調整値を格納するように構成すれば、適宜更新可能となる。
【０１０９】
　また、上述した実施形態１～３において説明したノズル列及び記録ヘッドの構成や個数
、更には、インク色調の種類や数などはあくまでも例示であって、適宜変更できる。例え
ば、上述した説明では、Ｂｋ，Ｃ，Ｍ、Ｙの４色のインクを搭載した記録装置を例に挙げ
て説明したが、濃度の低い淡シアンや淡マゼンタ、或いはレッドやグリーンといった特色
のインクを搭載していても良い。また、記録ヘッドを複数搭載した構成であっても良い。
【０１１０】
　また、上述した実施形態１～３では、インクジェット方式の記録装置を例に挙げて説明
したが、これに限られない。記録ヘッドと記録媒体とを相対的に移動（相対移動）させな
がらドットを形成して記録を行なう構成であれば良く、記録方式を問わず、いずれの記録
装置に対しても適用可能である。
【０１１１】
　また、上述した実施形態１～３では、調整パターンのずれを検知する方法として、光学
センサによる濃度の検知を例に挙げて説明したが、これに限られない。例えば、ユーザが
目視で最適なパターンを選択し、当該選択したパターンを記録装置に対して入力すること
で、調整値を取得するような構成であっても良い。
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